
  白岡市空家バンク制度のご案内  

～空家・空き地を有効活用したい方、空家・空き地をお探しの方はぜひご利用ください～ 

 

１ 空家バンク制度とは 

利活用可能な空家等（空家・空き地）の登録情報を、市ホームページ等で公開し、売りたい方・

貸したい方と買いたい方・借りたい方との橋渡しを行うものです。契約交渉は市と協定を締結した

公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会埼葛支部を通じて選ばれた媒介業者（宅地建物取引業者）

が行いますので、安心してご利用いただけます。 

 

２ 主なサービス内容 

①空家等所有者、利用希望者の相談・登録受付 

②空家等物件の調査 

③空家等物件の情報を市ホームページ等で公開 

④空家等所有者と利用希望者の橋渡し 

 

 

 

３ 空家バンク制度のイメージ                             

 

 

 

           

 

 

 

 

 

                         

 

媒介依頼 
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【注意事項】 

１ すでに他の媒介業者と媒介契約を締結

している場合はご利用いただけません。 

２ 物件の状態によっては登録をお断りさ

せていただく場合があります。 

３ 市は、情報提供及び連絡調整までを行

い、物件の交渉・契約等には直接関与しま

せん。トラブルについては、当事者間で責

任をもって解決してください。 
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１物件募集 ３情報発信 

４利用申請・登録 
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４ 登録できる空家等の基本条件 

 ①老朽、損傷等が著しくない空家等 

 ②登記済みの建物及び土地で、所有者と登記名義人が同一であること 

 ③法令等の規定に違反する物件でないこと など 

※ 上記以外にも条件があります。詳しくは市ホームページの「白岡市空家バンク制度Ｑ＆Ａ」を

ご覧いただくか、担当窓口にお尋ねください。 

 

５ 空家バンクの登録方法（空家等を売りたい方、貸したい方） 

 登録に必要な書類を担当窓口にご提出いただき、市で物件の確認や媒介業者のご紹介などの事前

調整をします。その後、現地調査を経て、空家バンクへの登録、媒介業者と媒介契約の締結となり

ます。登録後は、物件の情報を市ホームページに掲載して紹介いたします。 

◆登録から利用までの流れ 

Ⅰ . 登 録 申 込 み ･･･登録に必要な書類 

 ①空家バンク登録（更新）申請書（様式第１号） 

Ⅱ . 現 地 調 査 ②空家バンク登録カード（様式第２号） 

 ③所有者等の身分を証明するものの写し（運転免許証、健康保険証等） 

Ⅲ.空家バンク登録 ④３か月以内に発行された土地・建物の登記事項証明書 

 ⑤その他市長が必要と認める書類（委任状、同意書等） 

Ⅳ . 契 約 交 渉  

 

６ 利用希望者の申請方法（空家等を買いたい方、借りたい方） 

 白岡市に定住を希望し、空家等の購入や賃借を希望する方なら、市内外を問わずどなたでも利用

申請できます。 

◆利用希望者の手続きの流れ 

Ⅰ.空家等の情報提供  

  

Ⅱ . 利 用 申 込 み ･･･⑴申請に必要な書類 空家バンク利用申込書（様式第８号） 

  

Ⅲ . 現 地 見 学 ･･･⑵希望物件の現地見学 

   利用申込み後、希望物件の現地見学を行うことができます。

希望される場合は、市にご連絡ください。 

Ⅳ . 契 約 交 渉 ･･･⑶希望物件の交渉開始 

   媒介業者の媒介により交渉を開始します。 

 

７ 物件の交渉・契約について 

 登録物件の契約交渉から契約成立までの手続きは、物件を担当している媒介業者の媒介により進

められます。なお、媒介業者の媒介には、法律で定められた媒介手数料が必要となります。 

 

 
【白岡市空家バンク制度の問合せ先】 

白岡市市民生活部環境課（〒３４９－０２９２ 埼玉県白岡市千駄野４３２番地） 

電話：０４８０－９２－１１１１（内線２８４・２８５） 

Ｅ‐ｍａｉｌ：kankyou@city.shiraoka.lg.jp 


